
長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、特定外来生物クビアカツヤカミキリによる被害の拡大を防止す

るため、クビアカツヤカミキリの被害に遭った樹木を伐採又は登録薬剤による防除

（以下「伐採等」という。）をする者に対し、その経費の一部として、長瀞町クビア

カツヤカミキリ被害拡大防止補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内にお

いて交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

２　前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和５９年長瀞町規則第１号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

　（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1)　クビアカツヤカミキリ　特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関す

る法律施行令（平成１７年政令第１６９号）別表第１に定めるクビアカツヤカミ

キリをいう。 

(2)　被害木　フラス（クビアカツヤカミキリの幼虫が樹木の中に存在している場合

に確認される糞と木くずが混ざったもの。）が発生している樹木又はクビアカツヤ

カミキリの被害により枯死している樹木であって、町長が認めたものをいう。 

(3)　登録薬剤　農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）の規定により登録されてい

る農薬をいう。 

(4)　町税等　住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療

保険料、介護保険料をいう。 

（補助対象となる被害木） 

第３条　補助の対象となる被害木は、前条第２号に定めるものであって、次の各号に

掲げる要件を満たすものをいう。 

(1)　伐採にあっては、成虫の発生時期（６月から９月まで）にネットをかぶせるな

どの逸出防止措置がとられており、かつ、１０月から１月までの期間に伐採すると

ともに、伐採後速やかに次のいずれかの処分方法を実施し、当該年度の１月末日ま

でに完了していること。 

　　ア　町が指定する施設（秩父広域市町村圏組合クリーンセンター等）で焼却処分



すること。 

イ　チップ化すること。 

ウ　次号の薬剤のうち、伐採した被害木をくん蒸する農薬として表示がされてい

る薬剤を使用し、くん蒸すること。 

(2)　薬剤防除にあっては、登録薬剤であり、埼玉県が作成した「サクラの外来害虫

クビアカツヤカミキリの被害防止の手引」にクビアカツヤカミキリに効果があると

して表示されているものを使用しており、かつ、当該年度の１月末日までに措置が

完了していること。 

（補助対象者） 

第４条　補助の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれも該当するも

のをいう。 

(1)　長瀞町内に植生する被害木の所有者又は管理者（自治会等を含む。）であって、 

被害木の伐採処分（自ら伐採し処分のみを請け負わせる場合を含む。）を郡内業者

に、薬剤防除を県内業者に請け負わせる者 

(2)　同一年度内に当該補助金の交付を受けていない者（同一世帯員を含む。） 

(3)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第 

　２条第２号に規定する暴力団と関係を有していない者 

(4)　補助金の交付申請時において、町税等の滞納がない者 

（補助対象経費） 

第５条　補助金の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。 

　(1)　伐採にあっては、被害木の伐採、運搬、逸出防止措置、焼却処分、チップ化又

は指定薬剤によるくん蒸に要する費用（補助金の交付の対象となる者が自ら行

った作業に係る費用を除く。） 

　(2)　薬剤防除にあっては、樹木に使用する薬剤費を含む薬剤注入に要する費用 

　(3)　前２号に掲げるもののほか、町長が認める費用 

　（補助金の額等） 

第６条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１（１００円未満の端数があるときは

切り捨てた額）以内とし、５万円を限度とする。 

２　前項の規定にかかわらず、同一世帯において２人以上の補助対象者がいる場合の

補助金の額は、１世帯につき同項に規定する額とする。 



（被害の認定と伐採の計画） 

第７条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじ 

め、町長の確認を受け、長瀞町クビアカツヤカミキリ被害認定通知書（様式第１号）

の交付を受けなければならない。 

　（補助金の交付申請） 

第８条　申請者は、伐採等が完了した後、長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止

補助金交付申請書兼請求書（様式第２号）に次の各号に掲げる書類を添付し、町長

に提出しなければならない。 

(1)　被害木の伐採等に係る領収書（作業日、申請者氏名、領収日が記載されている

もの）の写し又はこれに代わる書類の写し（申請者が自ら伐採した場合にあって

は、処分に係る領収書の写し及び自ら伐採したことを証する書類） 

　(2)　対象経費の詳細が分かるもの 

　(3)　被害木の現況写真 

　ア　被害状況が確認できるもの。 

　イ　伐採等の施工状況及び施工完了が確認できるもの。 

(4)　焼却処分、チップ化又は指定薬剤によるくん蒸が完了したことが分かる書類 

(5)　前４号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２　申請者の第４条第４号に規定する町税等を滞納していないことの確認は、町長が

申請者の同意に基づいて町税等の納付状況を調査する方法により行うものとする。 

３　申請書の提出期限は、被害木の伐採等が完了した日の属する会計年度の１月末日

（この日が長瀞町の休日を定める条例（平成２年長瀞町条例第 10 号）第１条第１項

に規定する町の休日に当たるときは、その前日以前の町の休日でない最初の日）ま

でとする。 

　（補助金の交付決定等） 

第９条　町長は、前条の規定による交付申請書が提出された場合は、速やかに内容を

審査するとともに、補助金の交付の可否を決定し、長瀞町クビアカツヤカミキリ被

害拡大防止補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知す

るものとする。 

２　町長は、前項の規定により補助金の不交付を決定したときは、その理由を付さな

ければならない。 



　（補助金の交付の取消し及び返還） 

第１０条　町長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付を取り消すことができる。 

　(1)　虚偽その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。 

　(2)　この要綱又はこの補助金に関する町長の指示に違反したとき。 

２　町長は、前項の規定による取消しをしたときは、長瀞町クビアカツヤカミキリ被

害拡大防止補助金交付決定取消通知書（以下「取消通知書」という。）（様式第４号）

により当該交付の決定を受けた者に通知するものとする。 

３　町長は、第１項の規定による取消しをした場合において、既に補助金を交付して

いるときは、補助金の全部又は一部を返還させなければならない。 

４　町長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を返還させることとしたときは、

取消通知書に代えて長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金交付決定取消

通知書兼返還命令書（様式第５号）を当該交付決定者に通知するものとする。 

５　前条第２項の規定は、第１項の規定による取消しについて準用する。 

（協力の要請） 

第１１条　町長は、必要に応じて補助金の交付を受けた者に対して、被害木に関する

資料の提供、周辺の状況調査その他の協力を求めることができる。 

　　　附　則 

　この告示は、令和８年４月１日から施行し、同日以降に行う伐採等について適用す

る。 

 

 



様式第１号（第７条関係）  
 

長瀞町クビアカツヤカミキリ被害認定通知書  
第　　　号  
年　月　日  

　　　　　　　様  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　長瀞町長　　　　　　  
 
　次の樹木をクビアカツヤカミキリによる被害木と認定したので、長

瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金交付要綱第７条の規定

により通知します。  
 
 
認定する被害木  

※別紙位置図参照  
 
 
 
 
認定通知の有効期限　　　　　年　　　月　　　日  

※有効期限を過ぎて伐採等を実施する場合は、再度認定を受けること。 

 場所 被害木の種類 被害木の本数

 

 

 



様式第２号（第８条関係） 

長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金交付申請書兼請求書 

 

令和　　年　　月　　日　　　 

長瀞町長　宛 
 
申請者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ふ り が な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業所にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の記名・押印） 

１　長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり申請します。なお、

私は、交付申請に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定す

る暴力団又は暴力団員と関係を有していないことを誓います。 

※交付申請額は補助対象経費の１／２で１００円未満を切り捨てた額です。なお、上限額は５万円です。 

添付書類⑴　被害木伐採等に係る領収書（作業日、申請者氏名、領収日が記載されているもの）の写し 

⑵　対象経費の詳細が分かるもの 

⑶　被害木の現況写真（①被害状況が確認できるもの　②施工状況及び施工完了が確認できるもの） 

⑷　焼却処分等が完了したことがわかる書類（原本還付可） 

⑸　振込先が確認できる通帳、キャッシュカード等の写し 

⑹　その他町長が必要と認める書類 

（注）補助金は予算額に達した時点で終了となります。 

 
２　上記１の申請に対して交付決定された場合は、次のとおり請求します。 

また、長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金について、以下の口座への振込みを依頼します。 

 
 
 

 伐採又は薬剤防除した木の場所

 伐採又は薬剤防除年月日 令和　　年　　月　　日

 
防除を実施した樹木の種類：本数

伐採　　　　　　：　　　本 伐採木の処分方法 焼却・チップ・くん蒸

 薬剤　　　　　　：　　　本 使用した薬剤の名称

 
補助対象経費（消費税を除いた額）（税抜） 円

 交 付 申 請 額 

（※）
金 ０ ０ 円

 
請 負 業 者

（名称）

 
（所在地）

 

振　

込　

先

フ リ ガ ナ

 
口座 名義人

 
金融 機関名 銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合

 
店 舗 名 本店　・　　　　　　

支　店 
出張所

預金種別 普通　・　当座

 口 座 番 号 
（右 詰め）

同意書 
　私は、長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金の交付に係る審査のため、町税等の滞納の

有無を確認することについて同意します。 
　令和　　年　　月　　日 
　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　氏名（自署）　　　　　　　　　　　　※ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　※事業所にあっては代表者の自署又は記名・押印



様式第３号（第９条関係） 

 

長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金交付 (不交付 )決定通知書  
 

　　　　　第　　　　　号　  
　　年　　月　　日　  

　  
　様  

 
　　　　　　　　　長瀞町長　　　　　　　　　  

 
　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました長瀞町クビアカツ

ヤカミキリ被害拡大防止補助金の交付について、同要綱第９条の規定

により、下記のとおり交付・不交付することと決定したので通知しま

す。  
 

記  

 
 
 
交付が決定した場合の  

振込予定日　　　　　年　　月　　日  
上記の金額を指定口座へ振り込みます  

 

交付決定 交付決定額　　　　　　　　　円

 

不交付決定

理由



様式第４号（第１０条関係） 

 

長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金交付決定取消通知書 
 

　　第　　　　　号　  
　　年　　月　　日　  

　  
　様  

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　長瀞町長　　　　　　　　　  
 
 
　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で交付を決定した長瀞

町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金につきましては、下記の

理由により取り消しましたので通知します。  
 

記  
 

理由



様式第５号（第１０条関係） 

 

長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金交付決定取消通知書兼返還命令書  
 

　　　　　　　　　第　　　　　号　  
　　年　　月　　日　  

　  
　様  

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　長瀞町長　　　　　　　　　  
 
 
　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で交付決定し、支給した

長瀞町クビアカツヤカミキリ被害拡大防止補助金については、下記の

理由により交付決定を取消します。ついては、既に支給されました補

助金を、下記のとおり返還することを命じます。  
記  

１　取消理由  
 
２　返還を要する額　　金　　　　　　　　円  
 
３　返還期限　　　　　　　　年　　月　　日  
 
４　返還方法  
 
 


